
市町村食育推進計画の取り組みについて 

                              健康福祉部健康づくり推進課 
 

（１）市町村食育推進計画とは（食育基本法第１８条） 

    ○食育基本法により市町村で作成するよう努力することとされている。 

    ○内容は国の食育推進基本計画および奈良県食育推進計画を基本として、 

     市町村における食育の推進に関する施策を規定。 
   
  ＊食育とは ：  生きるための基本であって、知育、徳育及び体育の基礎と 

           なるべきもの。 

           様々な経験を通じて、「食」を選択する力を習得し、健全な食 

           生活を実践することができる人間を育てること。 
 

（２）本県の状況 

   国計画（食育推進基本計画）    平成１８年３月策定。 

   県計画（奈良県食育推進計画）   平成１９年３月策定。 

                           (５年計画 ～平成２４年３月） 

   市町村計画               １３市町村（作成中含む。 ３３．３％） 

                         全国３９．５％の市町村が作成。 

                         高位県：新潟県９０％、島根県・長崎県８１％ 
 

（３）今後の予定 

   国計画（食育推進基本計画）    第２次計画を平成２３年３月に作成済み。 

   県計画（奈良県食育推進計画）   次期計画を平成２４年３月作成に向けて 

                         今年度作業。 

                                                        Ｈ２３年度実施した食育アンケート結果お 

                                                          よび第２次食育推進基本計画を基に作成。 
 

（４）食育の推進で期待できること   

地域の活性化 

健全な食生活の実践 

コミュニュケーションの場 

地産地消の推進 

食文化の継承 

食の安全・安心の確保 
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（５）市町村計画作成の課題 

  ○市町村に常勤の栄養士がいない。 

  ○作成手法がわからない。 

 

 

   

  ○県が把握している食育に関するデータ等の提供 

  ○計画のひな型の例示 

  ○計画作成に対する助言 ・ 保健所からの支援 

全市町村で食育推進計画の作成を目指し、健康長寿日本一 

県がこれらの課題に対し、以下のような支援を積極的に行う
予定です。 

食育推進計画作成状況 （平成２３年４月現在） 

市町村名 名称 作成時期 

奈良市 奈良市食育推進計画 H20.8 

大和高田市 元気はつらつ大和高田２１に含む H22.3 

大和郡山市 大和郡山市食育推進計画 H20.10 

天理市 天理市食育推進計画 H21.3 

五條市 （作成中） H23年度中 

生駒市 生駒市食育推進計画 H20.3 

香芝市 健康かしば２１ H20.3 

山添村 山添村食育推進計画 H23.3 

平群町 平群町食育推進計画 H23.4 

斑鳩町 （作成中） H23年度中 

田原本町 すくすく子ども食育プラン H21.10 

王寺町 王寺町食育推進計画 H20.3 

十津川村 十津川食育推進計画 H20.3 


